
　

現
在「
母
子
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証
」

を
お
持
ち
の
方
に
、
８
月
１
日
か
ら
利
用

可
能
と
な
る
受
給
者
証
へ
の
更
新
手
続
き

を
行
う
た
め
の
「
更
新
申
請
書
」
を
郵
送

し
ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
６

月
中
に
市
役
所
保

険
年
金
課
ま
た
は

赤
羽
根
・
渥
美
各

支
所
の
市
民
生
活

課
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

申
請
書
を
提
出
し
な
い
場
合
、
所
得
の

判
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
新

し
い
受
給
者
証
を
ご
用
意
で
き
ま
せ
ん
。

期
限
内
に
忘
れ
な
い
よ
う
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

所
得
判
定
の
結
果
に
よ
り
…

●
引
き
続
き
受
給
資
格
の
あ
る
方

　

新
し
い
受
給
者
証
と
、
現
在
お
持
ち
の

受
給
者
証
（
旧
受
給
者
証
）
を
回
収
す
る

た
め
の
返
信
用
封
筒
を
、
７
月
下
旬
に
郵

送
し
ま
す
。
８
月
以
降
は
新
し
い
受
給
者

証
を
ご
利
用
い
た
だ
き
、
旧
受
給
者
証
は

ご
返
送
く
だ
さ
い
。

●
所
得
額
が
制
限
額
を
超
え
た
方

　

受
給
資
格
喪
失
届
と
、
旧
受
給
者
証
を

回
収
す
る
た
め
の
返
信
用
封
筒
を
郵
送
し

ま
す
。
喪
失
届
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
、
旧
受
給
者
証
と
と
も
に
ご
返
送
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
「
障
害
者
医
療
費
受
給
者
証
」
の
更

新
手
続
き
は
７
月
か
ら
開
始
し
ま
す
の

で
、も
う
し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
３
５
１
４　

23
局
０
１
８
０

　

取
り
引
き
や
証
明
に
使
用
す
る
計
量
器

の
性
能
・
精
度
を
一
定
水
準
に
保
ち
、
公

平
な
取
り
引
き
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
検
査
で
す
。
検
査
を
受

け
ず
に
取
り
引

き
・
証
明
に
使

っ
た
場
合
、
計

量
法
違
反
で
処

罰
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の

で
、
検
査
は
忘
れ
ず
に
受
け
ま
し
ょ
う
。

▼
日
時
・
場
所
＝
表
の
と
お
り　

▼
検

査
手
数
料
＝
２
５
０
円
〜
（
計
量
器
の
種

類
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）　

▼
そ
の
他
＝

業
務
に
計
量
器
を
使
用
し
て
い
る
事
業
所

で
、
一
度
も
こ
の
検
査
を
受
け
た
こ
と
の

な
い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
商
工
観
光
課

☎
23
局
３
５
１
６　

22
局
３
８
１
７

　

レ
ジ
ャ
ー
シ
ー
ズ

ン
を
迎
え
、
外
出
す

る
機
会
が
増
え
る
こ

の
時
期
は
、
子
ど
も

や
高
齢
者
が
事
故
に

巻
き
込
ま
れ
る
こ
と

が
心
配
さ
れ
ま
す
。
無
謀
運
転
や
飲
酒
運

転
を
な
く
し
、
交
通
事
故
が
起
こ
ら
な
い

よ
う
、
地
域
全
体
で
交
通
安
全
運
動
に
取

り
組
み
ま
し
ょ
う
。

【
重
点
目
標
】

・
飲
酒
運
転
を
撲
滅
し
よ
う

・
若
者
の
無
謀
運
転
を
な
く
そ
う

・
子
ど
も
や
高
齢
者
を
交
通
事
故
か
ら
守

ろ
う

▼
総
務
課

☎
23
局
３
５
０
６　

23
局
０
１
８
０

　

最
近
、
小
型
ガ
ス
瞬
間
湯
沸
器
で
の
一

酸
化
炭
素
中
毒
に
よ
る
死
亡
事
故
が
発
生

し
て
い
ま
す
。
小
型
ガ
ス
瞬
間
湯
沸
器
を

使
用
す
る
際
に
は
、
必
ず
換
気
を
す
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

■
一
酸
化
炭
素
発
生
の
要
因

　

物
が
燃
え
る
た
め
に
は
、
空
気
が
必

要
で
す
。
十
分
な
換
気
を
し
な
け
れ
ば
空

気
が
不
足
し
、
一
酸
化
炭
素
が
発
生
し
ま

す
。
ち
な
み
に
、
閉
め
切
っ
た
４
畳
半
の

部
屋
で
小
型
ガ
ス
瞬
間
湯
沸
器
を
使
用
す

る
と
、
約
20
分
で
致
死
量
の
一
酸
化
炭
素

が
部
屋
に
充
満
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

■
一
酸
化
炭
素
の
特
徴
と
危
険
性

　

無
色
無
臭
の
気
体
で
す
。
頭
痛
や
吐
き

気
で
異
変
に
気
づ
い
た
と
き
に
は
、
す
で

に
手
足
が
し
び
れ
て
動
け
ず
、
手
遅
れ
に

な
っ
て
死
に
至
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
愛
知
県
商
業
流
通
課

☎（
０
５
２
）９
５
４
局
６
３
３
７

計
量
器
の
定
期
検
査
を

お
忘
れ
な
く
！

夏
の
交
通
安
全
県
民
運
動

７
月
11
日（
水
）〜
20
日（
金
）

小
型
ガ
ス
瞬
間
湯
沸
器

使
用
の
際
に
は
必
ず
換
気
を
！

６
月
は
母
子
家
庭
等
医
療
費

受
給
者
証
の
更
新
月
で
す

扶養親族数 所得制限額
０人 1,920,000円

１人 2,300,000円

２人 2,680,000円

３人 3,060,000円

４人 3,440,000円

■母子家庭等医療費の所得制限額

【例】
受給者の扶養親族数が２人で、所
得が2,680,000円を超えてない
場合、引き続き受給資格があると
判定されます。

実施日 場所

6月19日（火） 市役所

6月20日（水） 赤羽根文化会館

6月21日（木）

6月22日（金）
渥美文化会館

【時間】
各日とも
午前10時～正午・午後１時～３時

■計量器の定期検査日程表
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